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第１章 史跡広島城跡保存活用計画策定の前提 

史跡広島城跡は現在の広島市中心市街地の北側に位置しており、天正 17（1589）年、毛

利輝元による太田川河口の五ケ村への築城着手が、広島城とその城下町の形成と発展の始

まりとされている。明治維新後は、明治 4（1871）年に鎮西鎮台第一分営が設置されたのを

始めとして陸軍関係の施設が整備され、明治 27（1894）・28（1895）年の日清戦争に際して

は、大本営が設置されるなど、軍事的性格を次第に強めていった。大本営跡はその後、大正

15（1926）年には史蹟名勝天然紀念物保存法によって史蹟に指定された。国宝保存法によ

り昭和６（1931）年に国宝の指定を受けた天守を始め、表御門・中御門・裏御門の一部や櫓

の一部など近世の姿をとどめる建造物も残されていたが、昭和 20（1945）年 8 月 6 日の原

子爆弾投下により、広島城内の建造物は全て倒壊あるいは焼失してしまった。 

広島城跡では、昭和 63（1988）年 4 月に策定した史跡広島城跡保存管理計画（以下「保

存管理計画」という。）、平成元（1989）年 3 月に策定した史跡広島城跡整備基本計画（以下

「整備基本計画」という。）に則って史跡の保存管理と整備事業を実施してきたが、策定か

ら 30 年余りが経過し、広島城跡を巡る環境や人の流れなども大きく変化してきており、実

情にそぐわない部分や新たな課題なども生じつつある。また、平成 30（2018）年には文化

財保護法が一部改正され、市町村や所有者等が作成する文化財保存活用計画の文化庁長官

による認定（文化財保護法第 129 条の２）が制度化された。こうした社会情勢の変化を受

け、本市は、広島城跡を後世へ確実に継承するとともに、より一層の魅力の向上を図るため、

保存管理計画の内容を見直し、新たに史跡広島城跡保存活用計画（以下「本計画」あるいは

「保存活用計画」という。）を策定するものである。 

第１節 史跡広島城跡保存活用計画策定の沿革と目的 

１．計画策定の沿革 

広島城跡は市の中心部に残された数少ない歴史的遺産の一つとして、昭和 28（1953）年

に国の史跡に指定された。昭和 31（1956）年には城跡を含む一帯が中央公園として整備さ

れることが都市計画決定され、以後は都市公園としての性格も持ちながら整備が進められ

てきた。昭和 33（1958）年には、原爆からの復興のシンボルとして、現天守が鉄筋コンク

リートによって外観復元され、その内部は広島城郷土館として整備・活用がなされた。 

このような経緯を踏まえ、平成元（1989）年の築城 400 年を節目として整備を行うとの

方針が本市によって示され、これを受けて保存管理計画を策定することとなった。保存管理

計画では、広島城跡について「広島を訪れる多くの人々に被爆の実態を知らせると同時に、

原爆によって破壊されたそれ以前の広島の歴史・文化を史跡広島城跡を通して知らせるこ

とが、世界平和に貢献する「ヒロシマ」の使命だと考える」として、長い将来にわたって適

切に保存しかつ有効に活用するための基本的方針が示された。平成元（1989）年 3 月には

この方針に則って史跡の総合的整備を計画的に実施する指針として整備基本計画（現行の

整備基本計画）が策定され、これに基づいた整備事業が進められてきた。 
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本計画ではこうした先行計画を継承し、整備基本計画策定後に得られた新たな知見など

を加えた上で、広島城跡の本質的価値を今日的な視座で見直し、史跡を取り巻く社会情勢の

変化にも柔軟に対応していくことが求められている。また、策定の過程において整備基本計

画で記載されている各整備事業の達成状況についても評価し、保存管理の基本的な考え方

と整備活用の方針についても具体的な見直し・検討を図ることが必要となっている。 

２．計画策定の目的 

広島城跡は中央公園の北東部に立地する。この公園は憲法第 95 条による特別法として、

昭和 24（1949）年に制定された「広島平和記念都市建設法」に規定される「平和記念都市

建設計画」に基づき、世界恒久平和を祈念する平和記念公園とともに整備された経緯を持っ

ている。 

本市では、公園内に立地する各種公共施設の老朽化が進行し機能面でも課題を抱えてい

るという問題意識の下、平成 24（2012）年 11 月に中央公園の今後の活用に係る検討状況

（中間報告）」を公表し、以来、都市公園の再整備の方針が様々な形で検討されてきた。 

 令和 2（2020）年３月に策定された「中央公園の今後の活用に係る基本方針」では、「に

ぎわいの空間」、「くつろぎの空間」、「文化を醸し出す空間」という３つの空間特性を備えた

シンボル的な空間となるようその活用理念が示された（図 1-1）。この中で広島城跡周辺は

「文化を醸し出す空間」の中心部分として位置付けられており、これを踏まえつつ令和 2

（2020）年 5 月には広島城基本構想が策定されている。 

広島城基本構想は、平成元（1989）年の整備基本計画では詳細に示されていなかった事項

に関する方向性を示すなど、整備基本計画を補うものとして検討されており、合わせて、史

跡広島城跡に関する保存活用計画の策定に向けた検討を行うことを定めている。 

こうした周辺・関連計画を整理し整合を図りながら、昭和 63（1988）年に策定された保

存管理計画を今日的な視座で位置付け直す必要も生じている。 

本計画は広島城跡を適切に保存し、次世代へと確実に継承していくため、史跡の持つ本質

的価値とその構成要素を明確にした上で、これらを適切に保存・活用していくための現状と

課題を整理するとともに、それらを改善していくための方針と方法を示すことを目的とす

る。 

なお、以下、本文で使用する用語について、史跡指定された範囲に限定して言及する場合

には「史跡広島城跡」を、広く城郭に相当する範囲を言及する場合には「広島城跡」を、近

世に係る歴史的事項を記述する際には「広島城」を、それぞれ用いる。 
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図 1-1 中央公園の今後の活用に係る基本方針（令和 2 年 3 月）より 

現在の状況                      基本的な考え方 
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第２節 計画期間 

本計画の期間は、令和 6（2024）年度から令和 26（2044）年 3 月 31 日までの 20 年間と

し、10 年が経過した時点で必要に応じて内容の見直しを行う。また、本計画では施策の方

向性や事業の概要を中心に示し、具体的な整備方法などは本計画を受けて改定する整備基

本計画並びにこれに紐づけられる個別の実施計画において、より詳細に示していくものと

する。 

第３節 計画の対象とする区域 

本計画の対象範囲は基本的に広島城跡の指定範囲とする。史跡周囲の公園緑地帯につい

ては、史跡と一体的な整備活用を目指すものとし、①本来の城郭範囲（西は旧太田川（本川）、

北・東・南は外堀）と史跡が含まれる中央公園から国名勝平和記念公園一帯、②東側に位置

する国名勝縮景園、③外堀の外側に広がっていた旧城下町範囲については、連携した活用を

検討する範囲として捉える（図 1-2）。 

図 1-2 史跡範囲と計画対象範囲 
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第４節 会議の設置・経緯 

１．会議の設置 

本計画の策定に当たっては、広島城跡の保存活用・整備の在り方について、学識経験者か

らの意見を幅広く聞くため、史跡広島城跡保存活用会議（以下「保存活用会議」という。）

（表 1-1）を設置し、その意見・助言を得ながら検討を行った。 

２．会議の経緯 

本計画の策定に当たり、事務局で作成した素案を基に、保存活用会議の意見を踏まえ内容

の検討を行った。保存活用会議の開催日と主な議題について表 1-2 に示す。 

 

表 1-1 「史跡広島城跡保存活用会議」の構成 

【委員】 

区分  細分  専門分野  氏名  所属等  

建造物 建築史 三浦 正幸 
広島大学名誉教授、広島市文化財審議会委員、元広島城のあり方

に関する懇談会座長、史跡原爆ドーム保存技術指導委員会委員長 

記 
念 
物 

日
本
史 

日本史 

（近世以降） 
棚橋 久美子 

元広島大学客員教授、広島市文化財審議会委員、史跡原爆ドーム

保存技術指導委員会委員 

日本史 

（近世） 
三宅 正浩 京都大学大学院文学研究科准教授 

城
郭 

日本考古学

中・近世城郭 
中井 均 

滋賀県立大学名誉教授、NPO法人城郭遺産による街づくり協議会

理事長、織豊期城郭研究会代表 

石
垣 

土木工学 西形 達明 関西大学名誉教授、文化財石垣保存技術協議会評議員 

史
跡 

史跡整備 

高瀬 要一 

（~R5.3.31） 

元独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所文化遺産部長、 

（公財）琴ノ浦温山荘園理事長、史跡中小田古墳群保存活用・検

討調整会議委員（委員在任時） 

内田 和伸 

（R5.8.15~） 

独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所文化遺産部長（兼）

文化遺産部遺跡整備研究室長 

埋蔵文化財 日本考古学 鈴木 康之 
県立広島大学地域創生学部教授、広島県文化財保護審議会委員、

史跡中小田古墳群保存活用・検討調整会議委員 

公園整備 環境デザイン 今川 朱美 

広島工業大学工学部准教授、史跡中小田古墳群保存活用・検討調

整会議委員、広島市緑化推進審議会委員、広島市都市デザインア

ドバイザー 

植物学 
生態・ 

環境保全学 

中越 信和 

（~R6.4.19） 

広島大学名誉教授、広島市緑化推進審議会委員、広島市森づくり

推進懇談会委員、史跡中小田古墳群保存活用・検討調整会議委員 

観光 地域政策 戸田 常一 
安田女子大学現代ビジネス学部国際観光ビジネス学科教授、商工

センター地区まちづくりビジョン検討会座長 
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【オブザーバー】 

氏名 所属等 

浅野 啓介 文化庁文化財第二課史跡部門文化財調査官 

森本 直人 広島県教育委員会事務局管理部文化財課埋蔵文化財係主任（～R4.3.31） 

伊藤 大輔 広島県教育委員会事務局管理部文化財課埋蔵文化財係主任（R4.4.1～R5.3.31） 

西隅 祐介 広島県教育委員会事務局管理部文化財課埋蔵文化財係主任（R5.4.1～） 

高野 和彦 公益財団法人広島市文化財団広島城館長（～R4.3.31） 

児高 静博 公益財団法人広島市文化財団広島城館長（R4.4.1～） 

篠原 達也 公益財団法人広島市文化財団広島城主任学芸員（R4.4.1～R6.3.31） 

荒川 正己 公益財団法人広島市文化財団広島城主任学芸員（R6.4.1～） 

 

表 1-2 「史跡広島城跡保存活用会議」の経緯 

開催日  内容  

第1回 令和4年2月21日 座長選任、事業概要、スケジュール 

第2回 令和4年3月30日 保存活用計画素案審議（現行計画の評価、史跡の本質的価値ほか） 

第3回 令和4年12月1日 前回会議の修正案審議、保存活用計画素案審議（現状と課題ほか） 

第4回 令和5年8月29日 保存活用計画素案審議（大綱、保存・管理、調査研究） 

第5回 令和5年12月19日 保存活用計画素案審議（史跡の活用・整備、運営・体制の整備） 

第6回 令和6年度予定 保存活用計画全体案審議 
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第５節 他の計画との関係 

１．上位計画・関連計画との関係 

本節では、本計画の上位計画・関連計画について示す。本市の施策を具体化する「広島市

実施計画」及び推進される各種関連計画との整合性を保ち、既存の広島城についての各計画

を継承・包括した計画を策定するものとする。なかでも史跡が内包されている中央公園の活

用理念が示された「中央公園の今後の活用に係る基本方針」については積極的な調整・連携

を図りながら、広島城跡を後世へ確実に継承していくためのより良いまちづくりのあり方

について、継続的に検討を続ける必要がある。 

なお、本計画の策定に先行して令和 2（2020）年 5 月に策定された広島城基本構想につい

ては、本計画内の第 6 章で示す基本方針の一部として位置付け直すものとする。また、令和

3（2021）年に策定された広島城三の丸整備基本計画と令和 4（2022）年に策定された広島

城展示等基本計画については、史跡周辺の整備の方向性を示した分野別計画の一つとして

捉え、本計画との整合を図るものとする。また、これら３計画は、基本構想等に基づく広島

城三の丸の整備が終了する令和 8（2026）年度を目途に、全て廃止される予定である。 

２．上位計画・関連計画の概要 

上位計画・関連計画の概要について表 1-3 から表 1-7 に抜粋する。なお、広島城跡に直接

係る事項以外に、広島城跡が所在する中央公園に関連する事項、国名勝縮景園など広島城跡

に関連の深い事項、また、ユネスコの世界遺産である国史跡原爆ドームを始め国名勝平和記

念公園を含めたピースツーリズムの活用に係る事項など、一体的な活用を目指すことが望

ましい事項について言及している箇所についても併せて掲載した。これらの事項について

は、関連する管理団体、所有者、その他文化財保護行政に関わる者など、全ての利害関係者

が等しくその情報を共有し、市民の共有財産であるこうした文化財を将来に継承していく

ためのより良い方針を定め、組織的に取り組んでいく体制を作り出していくことが必要である。 

 

表 1-3 広島市実施計画(2020-2024)第２期「世界に誇れる『まち』広島」創生総合戦略 

記載箇所  文化財との関連（広島城跡との関連）  

「広島市実施計画(2020-2024)  第２期「世界に誇れる『まち』広島」創生総合戦略

（2023年度3月改訂版）」計画期間：2020～2024年度 

概要：広島市総合計画の実施計画として、本市が「国際平和文化都市」となるために必要となる事務事業の計

画及び財政計画を定める。また、「まち・ひと・しごと創生法」第10条に基づく広島市のまち・ひと・しごと

創生総合戦略として、人口減少に歯止めを掛け、将来にわたって活力ある地域社会を維持するための施策や

事務事業を定める。 

Ⅳ．基本目標と施策 基本目標１ 世界に輝く平和のまち 

《第1章「平和への願い」を 

世界中に広げるまちづくり》 

第2節 「ヒロシマの心」の 

共有の推進 

２ 被爆体験の継承・伝承 

 …被爆建物・被爆樹木の保存・継承、…被爆の実相を守り、広め、伝え

る取組を推進する。 
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記載箇所  文化財との関連（広島城跡との関連）  

Ⅳ.基本目標と施策 基本目標２ 国際的に開かれた活力あるまち 

《第２章 活力の創出と都市の個

性の確立を目指したま

ちづくり》 

第３節 観光の振興 

 

１ 広域周遊観光の取組の推進 

【主な事業】 

・広島城観光振興事業 

 広島城を魅力ある観光資源として磨きをかけ、世界遺産の原爆ドーム

や平和記念公園と並ぶ観光資源として活性化させることで、観光客の

増加を図る。 

３ MICEの取組の推進 

 MICEに係る支援制度の強化や圏域内の歴史的建造物などの魅力的な

地域資源の活用、…MICEの取組を推進する。 

4 誘客拡大と観光消費額の増大に向けた取組の推進 

⑴ …ピースツーリズムの推進、神楽等の伝統芸能の活用、…築城から

430年以上に及ぶ歴史・文化を伝える広島城のリニューアルを図る。 

《第３章 地域特性に応じた個性

的な魅力を生かしたま

ちづくり》 

第１節 デルタ市街地やその周辺

部、中山間地・島しょ部

のまちづくり 

第１項 デルタ市街地の魅力ある

まちづくりの推進 

１ 地域資源を生かしたまちづくりの推進 

⑶ 広島城の活用や西国街道を軸としたまちづくりなど、歴史的資源を

生かしたまちづくりを進める。 

２ 良好な景観の形成 

⑴ 景観に関する市民意識の醸成や建築物等の景観誘導などにより、本

市の特性を生かした良好な景観の形成に取り組む。 

⑵ 平和記念資料館本館下から原爆死没者慰霊碑を経て原爆ドームを望

む南北軸線上の眺望景観を保全・形成するため、実効性の高い景観誘

導の枠組みを構築する。 

Ⅳ.基本目標と施策 基本目標３ 文化が息づき豊かな人間性を育むまち 

《第４章 多様な市民が生き生き

と暮らせるまちづくり》  

第１節 高齢者や女性を始め全て

の市民の意欲と能力が発

揮できる環境づくりの推

進 

第３項 生涯にわたり学習し活躍

できる環境づくりの推進 

3 学びの成果を発表・活用できる機会や場の提供 

【主な事業】 

・郷土資料館管理運営 

郷土の歴史に関する資料を収集、保管、展示して市民の利用に供すこ

とにより、その教養や調査研究に寄与し、市民の生涯学習活動の推進

を図る。 

・広島城管理運営 

武家文化を中心とした郷土の歴史に関する資料を収集、保管、展示し、

市民の生涯学習活動の推進を図る。 

第２節 文化・スポーツの振興 

第１項 文化の振興 

 

３ 伝統芸能・文化遺産の適切な保存・活用とその継承 

史跡広島城跡を始めとする文化財の保存・整備を推進するとともに、

伝統芸能・文化遺産の次世代への保存・継承活動の促進や、広島で長年

親しまれ、受け継がれてきた伝統芸能・文化遺産の魅力発信とその価

値を高める活用に取り組む。 

【主な事業】 

・広島城の魅力向上 

広島城三の丸歴史館及び三の丸にぎわい施設の整備に取り組むほか、

天守の木造復元に向けた調査・検討を進める。 
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表 1-4 広島市都市計画マスタープラン 

記載箇所  文化財との関連（広島城跡との関連）  

「広島市都市計画マスタープラン」  

策定年度：平成25（2013）年８月 目標年次：2030年 

(「広島市立地適正化計画」 作成年度：平成31(2019)年１月)  

概要：都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2に規定される「市町村の都市計画に関する基本的な

方針」として、「広島市基本構想」、「広島圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」などの上位計画に

即して定める。広島市立地適正化計画は、「集約型都市構造」への転換を着実に進めていくためのアクション

プランである(図1-9)。 

《第３章 都市づくりの目標と 

方針》 

方針４ 広島ならではの資源を 

活用した都市づくり 

方針６ 美しく品があり、人々に

“広島”を印象づけること

ができる都市景観の創出 

・……次世代の市民や広島を訪れた人々に、被爆の実相と平和都市として

建設されてきた歴史を正しく伝えられる都市環境の形成にも取り組

む。 

・広島城や不動院などの歴史資源、水と緑といった自然資源を生かした美

しい都市空間も、国内外の多くの人を惹き付け観光の振興に寄与する

……広島市全域を対象とした「広島市景観計画」を策定し、良好な景観

を形成することの意義や必要性について市民や事業者と意識の共有化

を図りながら、総合的かつ計画的な景観行政を進める。 

《第５章 分野別の方針》 

１．土地利用 

 

(5)土地利用に係る制度の運用方針など 

イ 地域地区【防火・準防火地域】（図1-4） 

〇大火のおそれがある市街地において延焼遮断帯の形成を進めるため、幹

線道路の整備にあわせて沿道に防火・準防火地域を指定する。 

ウ 地区計画【市街化区域内】（図1-5,6） 

○都心、拠点地区など、商業・業務施設の集積を進める地区においては、

地区計画制度を活用し、土地の高度利用及び良好な都市景観の形成を

誘導する。 

２．都市施設の整備・活用 

 

(2)公園・緑地など 

ア 基幹公園（図1-5） 

各区での都市基幹公園（総合公園、 運動公園）の整備状況を踏ま

え、公園の計画的な整備や周辺環境に対応した再整備を進める。 

(3)下水道(図1-7) 

(5)その他 

エ 教育文化施設 

   市民の学習活動を支援するとともに、新しい文化創造の拠点として

学術文化の発展に寄与するため、博物館機能の在り方について調

査・研究に取り組む。 

６．都市の魅力向上 

 

・広島の歴史・文化を伝える魅力的な資源や豊かな水と緑に囲まれた自然

を生かして、個性的で魅力ある都市景観の形成に取り組む。 

(1)地域資源を生かした交流・レクリエーション空間の整備 

ア 平和への思いを継承していく都市環境の形成 

(ウ)被爆の実相を後世に継承するため、被爆建物や被爆樹木などの保

存・継承に取り組む。 

ウ 歴史的資源を生かした都市環境の形成 

(ア)歴史的文化遺産の保存・活用とこれらを生かした観光ルートの整

備などを進める。 

(2)広島らしい風情があり、おもてなしの心あふれる景観の形成 

広島の都市資源や自然環境を生かして、個性と魅力のある都市景観を

形成する。 

ア 広島の都市資源や自然環境を生かした都市景観の形成 

(ウ)歴史や文化の香り漂う都市景観の形成 

・不動院、名勝縮景園など、歴史的な建造物や庭園のたたずまいと

調和した周辺環境の形成を図る。 
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表 1-5 広島市景観計画 

記載箇所  文化財との関連（広島城跡との関連）  

「広島市景観計画」平成26（2014）年７月告示 令和４（2022）年１月改定  

目標年次：2030年 

概要：景観法第8条に基づき、本市が景観行政団体として策定するものであり、第6次広島市基本計画の部門計

画。 

また、本計画は、「広島市基本構想」及び「広島市基本計画」に即したものとするとともに、都市計画法に基

づいて定めた「広島市都市計画マスタープラン」と整合を図り策定する。 

※景観計画に示す方向性は、被爆100周年（2045年度）に向けた本市の景観形成のあり方を展望したもの。 

第３章 理念・基本方針 

 

 

２．基本方針 

 

世界に誇れる「まち」の実現に向けて、広島の歴史・文化を伝える魅力

的な資源や豊かな水と緑に囲まれた自然を生かした個性的で魅力ある

景観づくりを進め、美しく品のある都市景観を創出する。 

 

(2)歴史や文化の香り漂う景観づくり 

 被爆後の歴史のみならず、広島のいにしえからの歴史や文化を直接感じ

ることのできる貴重な資源の価値を再認識し、これらを守り生かしなが

ら、地域に根ざした長年の歴史や文化の香り漂う景観づくりを進める。 

第５章 景観計画区域等 

２．景観計画重点地区（13地区） 

 

 

 

 

歴史・文化 

歴史や文化の香り漂う景観 

づくり 

景観計画重点地区（①～⑬）と景観づくりの方向性（図1-8） 

景観形成の四つの基本方針（平和、歴史・文化、水と緑、にぎわい・お

もてなし）を踏まえ、13地区を景観計画区域の中で重点的に取り組む

地区（景観計画重点地区）として設定し、地区ごとの景観特性を踏まえ

た景観づくりの方向性を定め、それを踏まえた建築物や工作物の形態

意匠の基準、高さの最高限度の基準及び良好な景観の形成のための基

準により、きめ細かな景観づくりを進める。 

 

⑥広島城・中央公園地区 

国の史跡指定を受けた広島城跡を始め、文化・スポーツ施設などの多

様な都市機能と公園の持つ緑のオアシス機能が調和した美しい景観づ

くりを進める。 
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記載箇所  文化財との関連（広島城跡との関連）  

《第７章 建築物・工作物等の届

出制度》 

⑥ 広島城・中央公園地区 

１ 対象エリア 

広島城跡（堀等を含む）から北は城北通り、西は旧太田川（本川）まで

の区域、東は広島城跡の周辺道路端から一街区の区域、南は中央公園

の区域（ただし、原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区のエリアと重

複する部分を除く）広島市民病院の敷地を基本とする。 

２ 景観形成の方針 景観形成の方針 

*都心に立地する多様な*都市機能と公園の持つ緑のオアシス機能が調

和した景観を形成します。 

ア 広島城・中央公園周辺の既成市街地においては、広島城及び広

島城跡への眺望に配慮します。 

イ 平和記念資料館本館、原爆死没者慰霊碑、原爆ドームを結ぶ南

北軸の延長線上及びその周辺のエリアは、原爆ドームの背景と

しての平和記念公園からの見え方や、中央公園との連続性に配

慮します。 

ウ 外壁等の色彩については、広島城及び広島城跡のたたずまいと

調和したものとし、高明度、低彩度色を基調としたものとしま

す。 

エ 歩行者空間に面する建築物等の低層階は、ヒューマンスケール、

素材、色彩などに配慮するとともに、歩行者空間と一体となる

ようデザインを工夫し、地区の雰囲気の演出に努めます。 

オ 景観に潤いを与えるため、敷地内緑化を進め、建築物等におい

ては屋上緑化や壁面緑化に努めます。 

カ 平和記念資料館本館下の視点場から見た南北軸線上の眺望景観

に配慮します。 
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記載箇所  文化財との関連（広島城跡との関連）  

３ 届出対象行為 

 

４ 形態意匠の基準 概要：建築物について形態の基準、色彩の基準、工作物についてはその種

別ごとに形態の基準、色彩の基準が定められている。広島城・中央公園地

区の使用可能色については、1基調色、2補助色、3強調色、4屋根色が定め

られている。 

５ 高さの最高限度の基準 概要：原爆ドーム北側眺望景観保全エリアに史跡範囲の北西及び緑地帯

の北西範囲の一部が含まれており、建築物・工作物について高さの最高限

度が定められている。 

６ 良好な景観の形成のため

の基準 

概要：「原爆ドーム北側眺望景観保全エリアにおいては、レーザー光線や

サーチライト等の照明装置で上空に向かって照射するなど、原爆ドーム

及び平和記念公園周辺地区における南北軸線上の眺望景観の目指すべき

姿に影響を及ぼすものは設置しない」とされている。 
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表 1-6 第３次広島市環境基本計画・広島市みどりの基本計画・広島市みどりの推進計画 

記載箇所  文化財との関連（広島城跡との関連）  

「第３次広島市環境基本計画」令和３（2021）年３月策定 

計画期間：2021～2025年度 

「広島市環境基本計画」平成13年（2001）10月策定、 

第2次広島市環境基本計画策定 平成28年（2016）３月策定 

概略：広島市環境の保全及び創造に関する基本条例第34条第１項の規定に基づき策定する、環境の保全及び

創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画であり、「第６次広島市基本計画」の環境に関

する部門計画である。 

第２章 目指すべき環境像と基本

目標 

第４章 施策の方針 

 

２ 自然と調和した美しく品のある都市景観の創出 

（１）美しく品のある都市景観の創出 

水と緑に代表される本市の豊かな自然や平和記念公園、平和大通り、

河岸緑地等の市街地の特徴的な景観を生かしながら、市民、事業者、関

係行政機関等が連携し、美しく品のある都市景観の創出に取り組む。 

「広島市みどりの基本計画」令和３（2021）年２月策定  

目標年次：2021年～2030年 

概略：都市緑地法第４条第１項に基づき本市が策定する、緑地の保全や緑化の推進に関する将来像や目標、施

策等を定めるマスタープラン。これにより、「都市公園の整備及び管理」、「緑化の推進」、「緑の保全」に

関する施策を総合的・計画的に推進する。「第６次広島市基本計画」の部門計画であり、上位計画である「第

6次広島市基本計画」や他の関連計画と整合を図る。 

「広島市みどりの推進計画」令和３（2021）年２月策定 (令和5 (2023) 年7月改訂) 

目標年次：2021～2025年 

概略：「広島市みどりの基本計画（2021-2030）」に示した施策を計画的・効率的に推進するためのアクショ

ンプログラム。各事業の取組内容や実施主体、実施時期などを示している。 

第４章 施策体系別アクションプ

ログラム 

基本方針１ 魅力あるまちの基盤

となるみどりの創出

と活用 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針２ 広島らしい景観を形

成するみどりの創出

と活用 

 

 

 

基本方針４ 市民とともに取り組

む持続可能なみどり

づくりと活用 

施策方針⑴まちに風格とにぎわい、潤いをもたらす緑・オープンスペー

スの創出 

施策③ 民間活力を活用した公園緑地の再整備 

12 広島城の魅力向上 

 広島城三の丸歴史館及び三の丸にぎわい施設の整備に取り組むほか、

天守の木造復元に向けた調査・検討を行う。 

〔スケジュール〕 

（広島城三の丸歴史館） 

令和3～8(2021～2026)年度 基本計画策定、基本・実施設計、整備工

事、供用開始 

（三の丸にぎわい施設） 

令和3～8(2021～2026)年度 事業者の選定、事業者による設計・整備、

一部供用開始（令和6(2024)年度）、供用開始（令和8(2026)年度） 

施策方針⑷ 背景となる緑と調和したまちのみどりの創出 

施策⑪ 都心を回遊する「水・花・緑のネットワーク」の形成 

42 中央公園の再整備 

中央公園全体の大きな方向性を定めた「中央公園の今後の活用に係る

基本方針」に基づき、回遊性・アクセス性の向上に取り組む。 

施策方針⑼ 平和を象徴する緑の継承 

施策㉑ 供木や被爆樹木などの継承 

97 被爆樹木などの樹勢の回復 

被爆した樹木の樹勢を回復させるため、それぞれの樹木に応じた周辺

土壌の改良などを行う。また、市民に被爆樹木の樹勢観察を呼びかけ

るなど、市民との協働による被爆樹木の保有に努める。 
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３．都市計画の制限 

史跡広島城周辺の都市計画の制限について図 1-3 から図 1-9、表に示す。 

 
図 1-3 用途地域（「ひろしま地図ナビ」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 年 3 月取得 

  

 

図 1-4 防火・準防火地域（「ひろしま地図ナビ」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 年 3 月取得 
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図 1-5 都市施設（「ひろしま地図ナビ」より） 

 

 

 

 

 

 

2024 年 3 月取得 

  

 

図 1-6 その他の地域地区（「ひろしま地図ナビ」より） 

 

 

 

 

 

 

 

2024 年 3 月取得 
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図 1-7 下水道情報（「ひろしま地図ナビ」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 年 3 月取得 

  

 

図 1-8 景観計画（「ひろしま地図ナビ」より） 

 

 

 

 

 

 

2024 年 3 月取得 
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図 1-9 立地適正化計画（「ひろしま地図ナビ」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 年 3 月取得 

 

 

  

表 1-7 史跡広島城跡周辺の都市計画関連属性表（2024 年 3 月取得） 
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４．関連法規 

史跡広島城跡は文化財保護法に基づき保護されており、史跡内で史跡の形状や景観に対

する変更や、史跡に影響を与える行為を実施する場合には、文化庁長官の許可を得る必要が

ある。また、史跡を含む旧広島城全域（城郭範囲内）は「周知の埋蔵文化財包蔵地」に指定

されており、土地の掘削を伴う工事等を行う場合には、工事種別・規模にかかわらず届出を

提出することが義務付けられている（図 1-10、表 1-8）。 

図1-10 史跡周辺の周知の埋蔵文化財包蔵地範囲と調査地点 
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表 1-8 史跡周辺の埋蔵文化財包蔵地範囲と調査地点 

No 地点名 調査年 
調査面積 

（㎡） 
主な遺構 報告書名 

1 
史跡広島城跡 

本丸 

1997～

2003 
2,188 

中御門跡、裏御門跡、冠木門

跡、櫓跡、建物跡、 溝状遺構、

建物跡（近代）、溝状遺構（近

代）、土坑（近代） 

『史跡広島城跡本丸遺構保存状況調

査報告』2004広島市文化財団 

2 
史跡広島城跡二

の丸（第一次） 
1987 700 

表御門跡、太鼓櫓跡、多聞櫓

跡、平櫓跡、馬屋跡、番所跡、

井戸跡 

『史跡広島城跡  二の丸第一次発掘

調査報告』1988広島市教育委員会 

3 
史跡広島城跡二

の丸（第二次） 
1988 不明 

表御門跡、太鼓櫓跡、多聞櫓

跡、平櫓跡、馬屋跡、番所跡、

井戸跡 

『史跡広島城跡  二の丸第二次発掘

調査報告』1989広島市教育委員会 

4 外郭櫓台跡 1979 不明 櫓台跡、石垣、捨石遺構 
『広島城外郭櫓跡発掘調査概報』

1980広島県教育委員会 

5 
広島城外堀跡紙

屋町交差点地点 

1990～

1991 
480 石囲、外堀跡、杭列 

『広島城外堀跡紙屋町交差点地点』 

1992広島市歴史科学教育事業団 

6 県立体育館地点 1991 － 

中堀跡石垣、井戸跡、貯蔵穴、

石積（近代）、レンガ施設等

（近代） 

「緊急発掘調査概要」『広島県埋蔵文

化財保護行政資料３ 広島県の埋蔵

文化財』1992広島県教育委員会 

7 中堀跡 1991 4,800 堀跡、石垣列、櫓台跡石垣 
『広島城中堀跡発掘調査報告』1992 

広島市歴史科学教育事業団 

8 

城北駅北（旧西

白島）交差点地

点 

1991～

1992 
530 

櫓台跡、石垣、捨石状遺構、

根石（基礎石）、杭、堀跡、

排水口 

『広島市中区西白島町所在  広島城

外堀跡西白島交差点地点』1993広島

市歴史科学教育事業団 

9 
広島城県庁前 

地点 

1992～

1993 
380 

石列遺構、溝状遺構、埋甕遺

構、土壙 

『広島市中区基町11番外所在  広島

城県庁前地点発掘調査報告』1994 

広島市歴史科学教育事業団 

10 
西白島交差点 

地点 
1993 264 石垣列、堀跡 

『広島市中区西白島町外所在  広島

城関連遺跡発掘調査報告』1995広島

市歴史科学教育事業団 

11 広島県庁前地点 1993 501.5 その他（掘り込み） 

『広島市中区西白島町外所在  広島

城関連遺跡発掘調査報告』1995広島

市歴史科学教育事業団 

12 
基町高校前 

交差点地点 
1993 148.6 石垣列、堀跡 

『広島市中区西白島町外所在  広島

城関連遺跡発掘調査報告』1995広島

市歴史科学教育事業団 

13 

城北駅北（旧西

白島）交差点地

点 

1994～

1995 
1,100 

石垣、石垣列、外堀跡、暗渠、

積石遺構、井戸跡 

『広島市中区西白島町所在  広島城

外堀跡城北駅北交差点地点 発掘調

査報告』1997広島市文化財団 

14 

紙屋町・大手町

地点〔西・東調

査区〕 

1996～

1997 

13,304 

 

石垣、堀跡、暗渠、井戸跡、

建物跡、溝、土坑、その他 

『広島城外堀跡紙屋町・大手町地点-

広島市中区紙屋町・大手町所在-』

1999広島市文化財団 

15 
基町高校グラウ

ンド地点 
1997 1,200 

石列、石組枡状遺構、石組遺

構、石列遺構、溝状遺構、井

戸跡、土坑、建物跡 

『広島城遺跡基町高校グラウンド地

点-広島市中区西白島町所在-』1999 

広島市文化財団 
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No 地点名 調査年 
調査面積 

（㎡） 
主な遺構 報告書名 

16 
太田川河川 

事務所地点 

2003～

2004 
934 

建物跡、溝状遺構、柵列、地

下室、埋甕遺構、土坑、土坑

（近代） 

『広島城跡太田川河川事務所地点-広

島市中区八丁堀所在-』2006広島市文

化財団   

17 
広島県交通 

管制地点 
2004 38 石垣、堀跡 

『広島城跡（中堀跡） （仮称）広島

県交通管制・留置センター建設工事

に係る埋蔵文化財発掘査報告書』

2005 広島県教育事業団 

18 西白島地点 2004 300 
櫓台跡、土居跡、用途不明石

列、堀跡 

『広島城跡西白島地点-広島市中区西

白島町所在-』2005広島市文化財団 

19 
法務総合庁舎 

地点 

2005～

2007 
3,800 

堀跡、建物跡、土坑、溝跡、

ピット、石垣、井戸跡等、土

坑（近代）、溝状遺構（近代）、

井戸跡（近代） 

『広島城跡法務総合庁舎地点-広島市

中区上八丁堀所在-』2009広島市文化

財団 

20 
司法書士会館 

新築地点 
2006 400 

建物跡、土坑、井戸跡、溝跡、

建物跡（近代） 

『広島城跡司法書士会館新築地点発

掘調査報告書』2007広島市文化財団 

21 国保会館地点 2006 1,320 
建物跡、井戸跡、柵列、廃棄

土坑、溝状遺構、その他遺構 

『広島城跡国保会館地点-広島市中区

東白島所在-』2007広島市文化財団 

22 
広島城跡裁判所

地点 
2007 525 

堀跡、溝跡、石列、埋甕、鍛

冶炉、土坑、ピット 

『広島城跡裁判所地点発掘調査報告

書』2009広島市文化財団 

23 八丁堀地点 
2007～

2008 
1,776 

土坑、井戸跡、井戸状遺構、

溝跡、杭跡敷石、区画溝跡、

建物跡（近代） 

『広島城跡八丁堀地点発掘調査報告

書』2010広島市文化財団 

24 上八丁堀地点 2008 3,300 

溝跡、土坑、ピット、畝状遺

構、井戸、石垣、土居跡、建

物跡（近代） 

『広島城上八丁堀地点広島合同5号

館埋蔵文化財調査に係る発掘調査 

報告書』2010国土交通省中国地方整

備局 

25 
広島ビジネス 

タワー地点 
2015 50 溝状遺構、廃棄土坑 

『広島城広島ビジネスタワー地点-広

島市中区八丁堀所在-』2016広島市文

化財団  

26 
西白島（Ⅱ） 

地点 
2020 208 外堀跡、石垣 

『広島城跡 西白島（Ⅱ）地点-広島市

中区西白島所在-』2021広島市文化財

団 

27 
サッカースタジ

アム建設地点 

2020～ 

2021 
5,933 

溝状遺構・井戸跡、陸軍関連

遺構 

『広島市サッカースタジアム建設予

定地  埋蔵文化財発掘調査の概要』

2023広島市教育委員会 
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第６節 広島城跡を対象とした計画 

１．史跡広島城跡保存管理計画書 

昭和 63（1988）年４月に策定された保存管理計画では、第 2 章で広島城跡の現状及び課

題として、土地所有関係、現状変更等、遺構保存状況、管理施設等の整備状況、景観、利用

状況、堀の７項目について整理した上で、第２章及び第４章において、保存管理計画及び整

備計画を示している。その保存管理計画及び整備計画について、以下に概要を要約で示すと

ともに、広島城跡を取り巻く現状と課題に照らし合わせて整理し、本計画における方針と方

向性として第６章から第９章で位置付け直すものとする。 

（１）保存管理計画 

第３章の保存管理計画では、現状変更の規制及び追加指定について、広島城跡における取

り扱いの方向性を示している。 

「現状変更の規制」では、「史跡広島城跡の保存のため現状変更は原則として認めない」

とした上で、①石垣保存整備・地下遺構の整備等、史跡の環境整備及び史跡の維持管理上必

要と認められるもの、②公園管理施設等の改廃・設置等の管理上必要と認められるもの、③

各種催物の開催については、別に定める管理規則に示すもの、の３点に関して、史跡の整備

に影響がない範囲で認める、とした。また、史跡内に存在する宗教法人広島護国神社につい

ては、史跡の保存整備の観点から、その移転については将来的課題として検討することとし

ている。 

「追加指定」では、史跡指定範囲について、「旧城域の姿は、全く失われてしまって」お

り、「外郭櫓及び学問所土塁の２件の遺跡の重要性は一層増している」とした上で、「この２

件の遺跡と広島城跡との関連を文献的にもまた考古学的にも明らかにし、何らかの形で史

跡広島城跡に付随したものとして追加指定し、保存を図る必要がある」とし、史跡に隣接す

る市道で囲まれた部分について、「三の丸の一部であることから、史跡保存のため可能な限

り追加指定を検討する」とした。史跡広島城跡の東側に位置する浅野長晟が造った別邸「縮

景園」については、「名勝指定を受けているが、その由来から史跡広島城跡と一体として保

存することが妥当であるとの意見もあり、今後「縮景園」の指定のあり方について検討がな

された場合これに対応する」とし、二葉山の麓に立地する東照宮・國前寺等の浅野氏関連の

寺院建築等については、「可能なものは国の指定を受けるよう努力する」としている。なお、

國前寺の本堂と庫裏は平成 5（1993）年に国の重要文化財に指定されている。 

（２）整備計画 

第４章の整備計画では、史跡広島城跡の位置付けとして次の４点を掲げた上で、これを実

現する際に考慮すべき３つの整備の基本方針を示している。また、中央公園における史跡広

島城跡の位置付けについて、昭和 42（1967）年に発表された広島中央公園計画（「広島中央

公園計画」日本公園緑地協会）において「城跡を中心とした静的な鑑賞的利用を図る区域」

とされ、整備については、中央公園計画の考え方を基本としながら、文化財としての史跡広
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島城跡との調和的整備を図る必要があるとした上で、６つの利用計画の基本方針を示して

いる。いずれも史跡広島城跡の利活用の普遍的な考え方であるため、以下それを要約する。 

史跡広島城跡の位置付け 

① 広島の歴史を継承しかつ体験できる場 

広島城跡を保存活用することによって、広島の歴史を継承し、あわせて、体験できる

場とする。 

② 広島らしい風景を持つ空間 

都心に位置し、主要な道路網に接している状況から、広島城跡を生かした都市景観を

創り出し、広島らしさを感じさせる個性ある空間とする。 

③ 史跡として人々に親しまれるオープンスペース 

中央公園の他のゾーンや周辺の諸施設との関連の中で、人々に親しまれる個性ある

オープンスペースとする。 

④ 都市観光の拠点 

広島城跡周辺に残る文化財、さらに平和記念公園などとの関係を強化し、広島の歴

史・文化を伝える都市観光の拠点とする。 

整備の基本方針 

① 史跡広島城跡の文化財としての重要性を十分認識し、その保存を第一義的に考える。 

② 適正な活用は、保存のために必要なことであることから、史実に基づいた、城跡の歴

史性を認識できるよう環境の整備を行う。 

③ 広島城が江戸時代を通じて、幾度かの自然災害や火災等によって改修等を受けている

ことから、江戸時代後半期の広島城の地割り、建物等が比較的固定した段階に整備の

基準を設定する。 

利用計画の基本方針 

① 城跡の利用及び利用のための諸施設の整備はあくまで保存に影響のない範囲で行う

べきものである。 

② 城跡一帯を「歴史を体験し学習できる場」として、また「広島らしさを持つ空間」と

して整備し、歴史性を十分に生かした環境整備によって城跡の魅力を引き出し、利用

の増進を図る。 

③ 城跡へのアプローチとして設定されている「文化の道」は、周辺の景観・サイン等を

考慮に入れた沿道整備を実施し、城跡への誘導性を向上させる。 

④ 車での来城者が史跡内へ車で乗り入れることがあるため、乗り入れ抑止の観点から城

跡専用の駐車場設置が望まれる。設置については都心部の駐車場配置との関係から総

合的に検討するものとする。 

⑤ 史跡内の利用動線が固定化し、滞留時間が短いなどの課題があるため、地下遺構の整

備、園路整備、城郭の復元等の環境整備を行う。 

⑥ 史跡にふさわしくない各種催し物の実施については、他の場所で行うよう指導すると

ともに、現状変更の規制等によって対処する。 
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２．史跡広島城跡整備基本計画書 

平成元（1989）年３月に策定された整備基本計画では、保存管理計画で掲げられた史跡広

島城跡の４つの位置付けを整備の目標として示すとともに、８つの整備項目の方針につい

て、目標を実現するために特に必要な視点をフレームとして示した（図 1-11）。 

さらに、それぞれの整備における具体的な計画を、第 2 章で総合計画としてゾーン計画、

動線計画、景観計画、遺構計画、施設計画、植栽計画、デザイン計画を示した上で、これを

実現するための方法を第３章の詳細計画と第４章の具体化計画において整理している。以

降にその主要な部分を抜粋、要約する。 

 

  図 1-11 整備方針のフレーム（「史跡広島城跡整備基本計画書」より） 
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（１）ゾーン計画で示された「主要空間の性格と役割」 

ゾーン計画では、広島城跡を構成する主要な空間を本丸上段、本丸下段、腰曲輪、二の丸、

城跡外周部の 5 つに区分し、そのそれぞれの整備の方向性について、方針を踏まえながら、

それぞれの性格と役割を整理している（図 1-12）。これについては、広島城跡を取り巻く現

状と課題を踏まえた上で本計画における方向性として第６章から第９章において改めて位

置づけ直すものとする。 

① 本丸上段～歴史的中心性を意識できる重厚な空間 

② 本丸下段～城郭（跡）としての開放性を意識できる快活な空間 

③ 腰曲輪 ～城郭（跡）の搦手を意識できる幽玄な空間 

④ 二の丸 ～馬出としての特徴を意識できる臨場感のある空間 

⑤ 城跡外周部～城跡と都市空間をつなぐ“緑”の空間 

 

  

図 1-12 主要空間の性格・役割（「史跡広島城跡整備基本計画書」より） 
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（２）詳細計画 

詳細計画では、二の丸・本丸・広島城跡の周辺のそれぞれについて、遺構・修景・施設整

備の観点からその整備方法案を提示し、各地区に存在したことが明らかな城郭建造物につ

いては、その復元精度（写真や史資料等の有無）や復元可能性についても概略をまとめてい

る。以下にその主要部分を抜粋する。 

・二の丸整備計画 

① 遺構整備 

城郭建造物：（復元精度高）御門橋・表御門・平櫓・多聞櫓・太鼓櫓 

地上遺構の整備：石垣の復元修復（後世の改変部分の撤去修復・込め石の充填等） 

地下遺構の整備：調査で確認された櫓跡等の遺構展示、馬屋跡及び番所跡、井戸跡

等の遺構配置表示 

② 修景整備 

園路・広場：オープンスペースによる園路・広場の構成、城跡としてふさわしい造

園（舗装）材料による整備 

植栽：マツを中心とした修景、被爆樹木の保全、塀を暗示した北側堀沿いへの生垣

配置 

③ 施設整備 

休養施設：西側堀沿い・南東側へのベンチ配置（景観と視線誘導の観点を考慮） 

管理施設：各種説明板（全体）、遺構説明板・遺構表示板、誘導標識等 

供給処理設備：給排水設備、電気設備、防災設備 

・本丸整備計画 

本丸上段・本丸下段・腰曲輪については、本丸整備計画として以下のように整理さ

れている。城郭建造物の復元については、「天守閣・東走櫓・南走櫓（一部）」につい

ては、「精度の高い城郭建造物の復元が可能」なもの、「東小天守や南小天守、裏御門」

については、「今後の発掘調査や資料調査の結果によっては、精度の高い資料が得られ、

それを基にした復元の可能性もある」もの、「裏御門、中御門」については、「精度の

高い資料が得られない場合でも、他の諸資料から出来るだけ本来の姿に近い形で整備

する」ものとしている。 

① 遺構整備 

城郭建造物：（復元精度高）天守閣・東走櫓・南走櫓（一部） 

      （復元精度その他）東小天守・南小天守・裏御門・中御門 

地上遺構の整備：石垣の復元修復（後世の改変部分の撤去修復・込め石の充填等） 

天端石の整備、南西隅部の手摺の撤去、土塁の整備（上段南西部・

北東部） 

旧軍関連遺構の整備（大本営跡・昭憲皇太后御座所跡・大本営跡

前庭・中国軍管区司令部跡） 

  



第 1 章 史跡広島城跡保存活用計画策定の前提 

26 

 

地下遺構の整備：今後の発掘調査成果に応じて整備内容の検討を行う。史料等から

は、上段では冠木御門跡・御殿跡・御庭跡・井戸等、下段では米

蔵跡・馬場跡等が挙げられる 

② 修景整備 

園路・広場：発掘調査成果、動線計画や施設計画等も踏まえて、配置や舗装材料等

を検討する 

植栽：植栽計画等を踏まえ、具体的な整備内容を設定する 

③ 施設整備 

休養施設：上段へのあずまや設置等を含め、施設計画等を踏まえて設定する（城跡

の歴史的景観に配慮） 

便益施設：便所、手洗・水飲場、電話ボックス等 

管理施設：各種説明板（全体）、遺構説明板・遺構表示板、誘導標識等 

供給処理施設：給排水設備、電気設備、防災設備 

・周辺整備計画 

  城跡外周部（史跡範囲より外側且つ市道等より内側の部分）については、周辺整備計

画として以下のような形で整理されている。また、史跡範囲外の表御門橋南西部（広島

城三の丸の東側部分）に管理事務室を併設した「広島城跡公園センター」を整備し、案

内所等の機能を持たせることを提案している。 

① 遺構整備 

地上遺構の整備：石垣の復元修復（後世の改変部分の撤去修復等） 

※西側の石垣は、北半分は後世の改変があるため旧態に積み直し、

南半分及び北西の一部は本来堀が存在した箇所であるため、城跡

としての歴史性を意識しながら他の箇所とは若干積み方を変え

てその状況を示す。 

旧軍関連遺構は現状を保全する 

② 修景整備 

園路・広場：城跡方向に開放的な園路の形成、西及び北側の展望広場の整備、城 

北に存在する広場の充実、園路・広場への車両進入防止 

植栽：植栽計画等を踏まえ、堀側を開放的に、道路側を中高木の常緑樹を中心にし、

城跡の景観に配慮する形とする 

③ 施設整備 

休養施設：パーゴラを北側広場外縁部に城跡方向を意識して配置、ベンチを園路沿

いや展望広場等へ適正に配置 

便益施設：既存の観光バス駐車場の北東側に「広島城跡公園センター」を設置し、

広島城跡全体を管理する拠点として位置付ける 

管理施設：「広島城跡公園センター」に機能を集約、全体案内板、遺構表示板、誘導

標識等を整備 

供給処理施設：給排水設備、電気設備、防災設備 
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  図 1-13 史跡広島城跡整備完成予想平面図（「史跡広島城跡整備基本計画書より） 
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３．広島城基本構想 

広島城に関する問題意識を踏まえ、広島城全体と広島城を構成する各エリアの基本的な

考え方（コンセプト）を示しながら、整備基本計画で示された方向性のうち取組が十分に行

われていない事項や優先的に推進すべき事項を抽出するとともに、整備基本計画では詳細

に示されていない事項（かつての三の丸のうち、史跡広島城跡の南西角に位置する部分の施

設整備、最新技術の活用、ソフト面の取組等）に関する方向性を示すなど、今後の取組の基

本的な指針として、令和２（2020）年５月に策定された。 

本基本構想の内容については、史跡整備の基本構想として不可欠な遺構保存の方針、復旧

（修復）の方針などに関する記述を本計画内で補い、後章で示す本計画の大綱と基本方針、

保存管理・整備・活用の方向性と方法のそれぞれの章に反映する。 

４．広島城三の丸整備基本計画 

広島城基本構想の中で、三の丸のエリアについては、飲食・物販施設等のにぎわい施設を

整備し、「広島城への来訪者のおもてなし拠点」を目指すこととされており、これを踏まえ、

当該エリアに関する新たな機能導入の方針並びに整備計画及び管理運営に係る基本的な条

件を定めるものとして、令和３（2021）年７月に策定された（図１-14）。 

三の丸整備基本計画については、本計画の分野別計画の一つとして整合性を図ることを

目的として、主に第７章において計画の対象となっている史跡外周部の保存管理の方向性

と方法について整理する。具体的には、遺構の保存に十分な配慮をするため、試掘調査の成

果を踏まえ、一部の平面確認調査を短期的取り組みとして実施していく形を検討する。 

 

 

図 1-14 計画対象地の主な既存施設（広島城跡三の丸整備基本計画より） 
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５．広島城展示等基本計画 

広島城の歴史・文化の発信拠点としての魅力の向上を図るため、本丸、二の丸及び三の丸

の各エリアにそれぞれ位置する広島城跡に関連する諸施設を対象にし、全体のテーマや展示

構成などを定めるものとして、令和４（2022）年１月に策定された。史跡内施設との連携も

想定し、エリア毎の展示テーマに関する役割分担について記載があるため、ここで合わせて

取り扱うものとする。 

計画では各エリアに展示テーマを設定し、役割分担を行うことで、来訪者が回遊を通じて

近世の広島の歴史・文化と広島城の現代に至るまでの歴史を体感できる流れを構築すると

ともに、広島城のエリア内だけではなく、周辺の関連施設やピースツーリズム等とも連携し、

共同企画展の開催や周辺の関連施設への回遊にもつながる展示を展開するとして、実施方

針を定めている。 

本計画については、そこで示された実施方針や全体構成についての考え方を、後章にお

いて整理・反映していくものとする。
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